
 

 

船舶事故等調査報告書 

                                平成２５年８月２９日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１３神第４６号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２５年４月５日 ０５時２３分ごろ（現地時間、以下同じ。） 

発生場所 シンガポール共和国シンガポール港東部の東部給油錨地Ｃ 

BEDOK
ベ ド ッ ク

灯台から真方位１７２°２.２海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯０１°１６.４′ 東経１０３°５６.３′） 

事故等調査の経過  平成２５年４月８日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事

務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

  

 

 

Ａ 貨物船 N S S
エヌエスエス

 CONFIDENCE
コ ン フ ィ デ ン ス

、１１３,６０６トン 

９１８１６２５（ＩＭＯ番号）、ＮＳユナイテッド海運株式会

社 

Ｂ 油送船 SEA
シ ー

MASTER
マ ス タ ー

（中華人民共和国香港特別行政区籍）、６０,

２０８トン 

  ９３０４８２５（ＩＭＯ番号）、ADVANCE NAVIGATION INC    

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級海技士（航海） 

Ｂ 船長Ｂ（インド籍）、締約国資格受有者承認証 船長（中華人民 

共和国香港特別行政区発給） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 右舷船首部に凹損及び擦過傷 

Ｂ 右舷後部に凹損及び擦過傷 

 事故等の経過  Ａ船は、夜間、シンガポール港東部の東部給油錨地Ｃで船首を東北

東に向けて錨泊中、Ｂ船は、水先人乗船地点Ｂに接近するために航行

中、平成２５年４月５日０５時２３分ごろＢ船の右舷後部とＡ船の右

舷船首部が衝突した。 

 気象・海象 

 

気象：天気 雨、風向 北東、風力 ２、視界 不良 

海象：下げ潮の中央期 

日出時刻：０７時０３分ごろ   

 その他の事項 

 

 Ａ船は、平成２５年４月４日１３時００分ごろ東部給油錨地Ｃで左

舷錨を投入し、錨鎖を６節まで伸出して錨泊を開始した後、停泊当直

者を配置に就け、夜間は停泊灯を表示していた。 

Ａ船は、４月５日０６時３０分に水先人が乗船する予定であった。 

 Ａ船の停泊当直者は、右舷船首方のＢ船が急激に左転してＡ船に向

けて接近することに気付き、注意喚起信号を吹鳴するとともに、ＶＨ

Ｆ無線電話でＢ船を呼び出したが、応答はなかった。 

 Ｂ船は、分離通航帯を北進し、同通航帯を横切って水先人乗船地点



 

 

Ｂに向けて約９.６ノット（Kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で航

行していた。 

 Ｂ船は、沿岸通航帯を南下する船舶を避けるために左転して北北西

の針路とし、左舷船首方２Ｍ付近にＡ船を認め、その後、急激に左転

した。 

 船長Ｂは、Ａ船による注意喚起信号及びＶＨＦ無線電話による呼出

しがあったことを認識していなかった。 

 船長Ｂは、主機ブロワーの不調により、機関を後進にかけることが

できなかった。 

 衝突時のＢ船の速力は、約４.８kn であった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ なし、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ 不明 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、シンガポール港東部の東部給油錨地Ｃに錨泊中、Ｂ船と衝

突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、シンガポール港東部において、水先人乗船地点Ｂに向けて

航行中、Ａ船の右舷船首方に至った後、左転してＡ船に向けて航行し

たことから、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船が、Ａ船の右舷船首方に至った後、左転した理由を明らかにす

ることはできなかった。 

原因  本事故は、夜間、シンガポール港東部の東部給油錨地Ｃにおいて、

Ａ船が錨泊中、Ｂ船が水先人乗船地点Ｂに向けて航行中、Ｂ船が左転

してＡ船に向けて航行したため、両船が衝突したことにより発生した

ものと考えられる。 

 

 

 


